
 

 

宍粟市報道発表               令和８年５月 18日  

 

住みよい環境づくりに向けて 

使用済紙オムツの回収実証

事業を開始 
 

概 要 

 宍粟市では、使用済紙オムツのにおいや保管場所の問題に対する実態を

把握し、今後の最適な回収方法を検討するため、紙オムツ回収の実証事業

を実施します。 

本事業は、市民の皆さまが抱える課題を洗い出し、将来的な住環境の向

上に繋げることを目的としています。試験的な実施を通じて回収のニーズ

を把握し、より利便性の高い仕組みづくりをめざします。 

対  象 家庭で紙オムツを使う人がいる世帯 

期  間 令和８年７月１日～９月 30日 

回収場所 市内４か所 

① 市役所北庁舎駐車場 

② いちのぴあ 

③ はがてらす 

④ エーガイヤちくさ 

※利用には事前の登録が必要となります（６月１日より受付開始）。 

 

【イメージ】 

登録者へ交付する利用カード 

参考資料 使用済紙オムツ回収実証事業ちらし 

問合せ先  生活衛生課 ℡ 0790-63-3506 

兵庫県宍粟市 



使用済の紙オムツのにおいや

保管場所にお困りの方へ

試験的に

宍粟市では、使用済の紙オムツのにおいや保管場所の問題で
お困りの方の実態を把握し、課題を洗い出すために紙オムツ回収を

試験的に実施します。

この結果により、必要性や最適な回収方法について検討し、
住みやすい環境の創出に繋げたいと考えていますので、

対象の方はご協力よろしくお願いします。

【宍粟市紙オムツ回収実証事業】 ■回収場所■

①市役所北庁舎東駐車場

②いちのぴあ

③はがてらす

④エーガイヤちくさ

対象

令和8年7月1日～令和8年9月30日

家庭で紙オムツを使う人がいる世帯

期間

宍粟市市民生活部生活衛生課

〒671-2593宍粟市山崎町中広瀬133番地６

TEL  ： 0790-63-3506
MAIL： seikatsueisei-kk@city.shiso.lg.jp

お問い

合わせ

市内4か所

※大人・子どもの使用済紙オムツ（ペットのオムツは不可）

※上記期間中、24時間いつでも使用済紙オムツの投入が可能です。

介護用紙オムツも
回収対象です。

紙オムツの回収を

実施します!!



【利用にあたって】

1 事前登録してください（受付開始：6月1日～）

2 回収ボックスの利用の仕方

■ご利用には事前登録と利用カードが必要です。

❶登録受付は生活衛生課もしくは各市民局まちづくり推進課

窓口で行います。

❷申請書に必要事項を記入のうえ提出してください。

❸登録完了後、利用方法を説明し、利用カードをお渡しします。

❶紙オムツを任意のポリ袋に入れ、口をかたく

結んでください。紙袋はご遠慮ください。

❷利用カードに必要事項を記入してください。

❶回収用ボックスに備えつけてあるポストに必要事項

記入済の利用カードを投函してください。

自宅で

回収ボックスにて

❷回収ボックスの鍵を開け、紙オムツを入れてください。

利用イメージ

❶利用カードを投函 ❷紙オムツを投入

※袋の口はかたく結んでください。


